
 

 

 

令和７年１１月１２日 

 

【 内政 】 

● 不法移民及びＥＵ・メルコスール自由貿易協定へ

の反対集会 

１０月１１日、「法と正義」（ＰｉＳ）はワルシャワの王

宮広場にて、不法移民及びＥＵ・メルコスール自由貿

易協定に反対する集会を開催した。同集会ではカチ

ンスキ党首、モラヴィエツキ元首相、極右活動家のボ

ンキェヴィチ氏らが演説を行い、トゥスク首相の退陣

を訴える声も聞かれた。 

 

● 国家サイバーセキュリティシステム法改正案の閣

議決定 

１０月２１日、閣僚評議会は、国家サイバーセキュ

リティシステム法の改正案を採択した。同法案は、EU

のＮＩＳ２指令（改正ネットワーク及び情報セキュリティ

指令）をポーランド国内法に適用することを目的とす

るものであり、国家サイバーセキュリティシステム対

象事業者の拡大、デジタル化大臣による高リスクサ

プライヤー認定手続を規定している。政府は、１１月

後半にも下院審議を行い、本年中の成立を目指して

いる旨報じられている。 

 

● 「法と正義」（ＰｉＳ）による討論会 

１０月２４日から２５日、最大野党「法と正義」（ＰｉＳ）

はカトヴィツェにて「ポーランドを考える」と題した討論

会を開催した。同大会では２日間にわたり、同党の政

治家や各分野の専門家による１３０にも上る国内政

策及び外交政策等に関するパネル討論が実施され

た。開会式及び閉会式で演説を行ったカチンスキ党

首は、トランプ米大統領が欧州各国に防衛費の増額

を求めていることを念頭に置いた「武装した民主主義」

構想に言及したほか、ドイツ及びフランスがポーラン

ドの主権に対する脅威になっていると主張した。 

 

● 「市民プラットフォーム」（ＰＯ）が党大会にて他党

との合流及び党名変更を決定 

１０月２５日、最大与党「市民プラットフォーム」（ＰＯ）

はワルシャワにて党大会を実施した。本大会で、同党

と会派「市民連立」（ＫＯ）を構成していた「近代」及び

「ポーランドイニシアティブ」がＰＯに合流し、党名をＰ

Ｏから「市民連立」（ＫＯ）に変更することが正式決定

された。合流した「近代」の党首であったシュワプカ政

府報道官及び「ポーランドイニシアティブ」の党首であ

ったノヴァツカ教育大臣は、新たにＫＯ副党首に就任

する。 

 

● 政党支持率の世論調査結果 

１０月２９日にジェチポスポリタ紙が掲載した世論

調査機関 IBRiS が実施した政党（又は院内会派）へ

の支持に関する調査結果によれば、トゥスク首相率

いる「市民連立」（ＫＯ）が３０．４％、最大野党「法と正

義」（ＰｉＳ）が２７．６％の支持を得た。このほか、「同

盟」が１５％、「左派」が６．７％、「ポーランド王冠連合」

が５．５％、「農民党」（ＰＳＬ）が４．１％、「共に」が４％、

「ポーランド２０５０」が１．３％の支持を得た。９．１％

の有権者が未定と回答した。選挙が行われた場合に

投票に行くかどうかを問う質問に対しては、５４．８％

が「投票に行く」と回答した。 

 

【 外交・安全保障 】 

● トゥスク首相の EU 非公式首脳会合への出席 

１０月１日から２日、トゥスク首相は、デンマーク・コ

ペンハーゲンを訪問し、EU 非公式首脳会合に出席し

た。同会合は、EU の安全保障とロシアによるウクライ

ナ侵略が主な議題となり、同首相は、東翼の防衛に

は財政的・組織的責任を含め全員が責任を負うべき

だという点にもはや異論はないと述べ、ドローン・ウォ

ール構想については、脅威を完全に排除するものが

構築されることとは期待しておらず、欧州の安全を最

大限に高める方法と手段を模索しながら、ドローン・

ウォール構築に一貫して取り組むことが重要である

旨述べた。 

政 治 

ポーランド月報 
（令和７年 10 月１日～10 月 31 日） 



● ポーランド・フィンランド外相会談 

１０月６日、シコルスキ副首相兼外相は、ポーラン

ドを訪問中のヴァルトネン・フィンランド外相と会談を

行った。会談では、ウクライナ支援及びロシアの抑止

のための共同イニシアチブの可能性、バルト海諸国

の強靭性強化に焦点が当てられた。両外相は、両国

が米国との良好な二国間関係を有していることを踏

まえ、ウクライナ戦争の公正な終結に向けた米国と

の効果的な協力に期待を表明した。経済関係では、

両国は量子コンピュータ及び原子力エネルギー分野

では既に協力が実現しているとし、今後デジタル産業、

人工知能、フィンテックを育成するビジネスエコシステ

ム構築における協力の可能性に言及した。 

 

● 第４回「軍隊との教育」の募集開始 

１０月６日、国防省と教育省の共同事業であり、４

回目の防衛支援プロジェクトとなる「軍隊との教育」の

学校募集が開始された（１２月１９日まで募集）。本プ

ロジェクトは、小中学校を対象としており、特別に考

案された防衛課目が含まれている。同プロジェクトの

目標は、安全保障と防衛分野において子供と若者の

意識を高め、不測事態において適切に行動できるよ

うにすることである。 

 

● ルギニエネ・リトアニア首相のポーランド訪問 

１０月７日、ポーランドを訪問したルギニエネ・リトア

ニア首相は、トゥスク首相との会談を行った。会談で

は、ウクライナにおける武力紛争及び地域におけるロ

シアによる挑発行為の増加に関連した安全保障につ

いて議論がなされた。トゥスク首相は、ポーランドとリ

トアニアは、ロシアからの直接的な脅威に最もさらさ

れている国であると強調したほか、不法移民による脅

威を排除するために２国間で共同して取り組むことを

発表した。 

 

● ノルド・ストリーム爆破被疑者の逮捕及び釈放 

１０月６日、裁判所は、２０２２年９月に発生したノル

ド・ストリーム爆破事件に関与したとして、ポーランド

国内で９月３０日に拘束されていたウクライナ人１人

の勾留延長を決定した。 

同人物は、欧州逮捕状に基づきドイツから指名手

配されていた者であるが、１０月７日、トゥスク首相は

記者会見において、「この者を他国に引き渡す、また

は告発することは、ポーランドの利益にも、良識や正

義という感覚にもそぐわない。」と述べ、「問題は、ノ

ルド・ストリームが爆破されたことではなく、それが建

設されたことである」と指摘した。 

１７日、ワルシャワ地方裁判所は、同人のドイツへ

の引渡し要請を拒否するとともに、同人の仮勾留を

解除し、即時釈放するよう命じた。担当判事は、ドイ

ツ当局から極めて一般的な情報しか提供されなった

こと等を述べた上で、この事件が２０１４年から継続す

るロシアによるウクライナへの侵略戦争の期間中に

行われた点を指摘し、戦時における敵国の重要イン

フラに対する軍や特殊部隊の破壊行為はかく乱行為

であり、犯罪に該当しないと述べた。この釈放を受け、

トゥスク首相は、裁判所は正しい判断をした旨 X に投

稿したほか、ナヴロツキ大統領は記者会見において、

この決定を歓迎するとともに、ノルド・ストリームからも

たらされるべきであった利益を得られなかったドイツ

において、公正な裁判が行われない可能性があると

の指摘に同意すると述べた。 

 

● ガザ停戦合意に関する外務省声明 

１０月１０日、外務省は、ハマス・イスラエル間の和

平合意をめぐる声明を発表した。同声明では、両当

事者による和平合意の第一段階の承認と署名を歓

迎するとともに、両当事者を交渉のテーブルに導く上

でトランプ米大統領が果たした重要な役割を高く評価

するとし、この合意が最終的には平和と二国家解決

構想の実現につながることを確信すると締めくくった。 

 

● ナヴロツキ大統領のエストニア訪問 

１０月９日から１０日、ナヴロツキ大統領はエストニ

アを訪問し、カリス・エストニア大統領と会談したほか、

アライオロス・グループ（注：ＥＵ加盟国のうち議会制

又は半大統領制を有する国の大統領で構成される

非公式対話枠組み。）首脳会合に参加した。カリス大

統領との会談では、最近のロシアによる挑発行為を

受けた地域の安全保障についての議論が行われ、ア

ライオロス・グループ首脳会合では、地域の安全保障

情勢及び軍事・民間分野における人工知能技術の応

用を含む最新技術についての議論がなされた。ナヴ

ロツキ大統領は、人工知能に関するものを含め、技



術革新は日常生活だけでなく軍事分野にも波及する

と指摘し、首脳会合における議論はロシアが挑発行

為を継続する中でのNATO東翼の安全保障にも関連

すると述べた。 

 

● シコルスキ副首相兼外相のウクライナ訪問 

１０月１０日、シコルスキ副首相兼外相は、ウクライ

ナ・リヴィウを訪問し、ポーランドとウクライナの協力

強化を目的とした一連の会談を行った。シコルスキ副

首相兼外相は、「ロシアの空爆は更なるエスカレーシ

ョンであり、冬を前に人々を恐怖に陥れることを目的

としている。民間人への攻撃は戦争犯罪である。プー

チンはウクライナの子供を拉致した件で告発されてい

るが、それでも攻撃を続けている。」と述べ、「これに

対する答えは、更なる制裁とウクライナへの支援強

化であるべきだ。」と強調した。 

 

● シコルスキ副首相兼外相の英国訪問 

１０月１４日、シコルスキ副首相兼外相は、英国ロ

ンドンを訪問し、クーパー英外相及びパウエル国家

安全保障問題担当首相補佐官らと会談を行ったほか、

英下院内で行われた統一反核イラン主催イベントに

おいて講演を行った。クーパー外相との会談では、現

在調整中の防衛・安全保障条約を含む戦略的パート

ナーシップ枠組みにおける両国の協力が主な議題と

なり、ウクライナ支援、NATO での防衛協力について

も協議が行われた。英下院でのイベントでは、ロシア

がウクライナ攻撃に使用しているシャヘド－１３６ドロ

ーンを展示し、シコルスキ副首相兼外相は、これらで

も重要インフラを十分破壊する能力を有すると強調し

た。また、英国もプーチンが NATO に対して仕掛け

ているハイブリッド戦争の犠牲者であると指摘し、協

力の必要性を強調した。 

 

● コシニャク＝カミシュ副首相兼国防相のＮＡＴＯ国

防相会合への参加 

１０月１５日、コシニャク＝カミシュ副首相兼国防相

は、ブリュッセルにてＮＡＴＯ国防相会合等に参加した。

加盟国は、ロシアの無人機等による領空侵犯を受け

開始されたＮＡＴＯ東翼の抑止・防衛態勢強化のため

の「イースタン・セントリー（東方哨戒）」、ＮＡＴＯとして

ドローン対策能力を構築、強化することに同意した。 

同国防相は、ノルウェー、デンマーク、エストニア、

ラトビア、アイスランド、リトアニア、スウェーデン、フィ

ンランドの国防相とポーランドにおいてウクライナの

ための北欧・バルト訓練センターを設立する意向書に

署名した。 

 

● ナヴロツキ大統領のヴィア・バルティカ開通式典

出席 

１０月２０日、リトアニアを訪問したナヴロツキ大統

領は、ヴィア・バルティカの開通式典における演説の

中で、「ヴィア・バルティカは、中欧諸国にとって、単な

る新たな交通ルートではなく、我々の関係を強化し、

社会を近づけ、地域の強靱性向上に貢献する架け橋

である。」と述べた。また、同大統領は、「三海域イニ

シアティブ（３SI）等の枠組み構築、またインフラ、軍事、

経済における責任を担うことは、我々の安全保障にと

って良いことである。」と付言するとともに、ヴィア・バ

ルティカの軍事輸送面における重要性を指摘した。 

 

● １５５ｍｍ砲弾弾薬工場の建設 

１０月２９日、コシニャク＝カミシュ副首相兼国防大

臣はクラシニク（南東部）のＭＥＳＫＯ工場にて１５５ｍ

ｍ砲弾の製造工場新設の式典に参加した。ＭＥＳＫＯ

は、ポーランドで１５５ｍｍ砲弾を製造する唯一の防

衛産業であり、８億８，７００万ズロチの投資を受け、

生産面積を増やし、既存設備の近代化に割り当てる

予定である。 

 

● ポーランド空軍によるロシア偵察機のインターセ

プト 

１０月２８日、３０日及び３１日、ポーランド軍作戦司

令部（DORSZ）は、ポーランドのＭｉＧ－２９戦闘機が

スクランブル発進して、バルト海上空の公空において

ロシアの Il-２０偵察機を警戒監視しエスコートした旨

発表した。同司令部によれば、いずれの事案におい

てもポーランド領空への侵犯は確認されなかったもの

の、当該偵察機は飛行計画を提出せず、トランスポン

ダをオフにした状態で公空を飛行していたためインタ

ーセプトされることになった。３０日には、ロシアがポ

ーランド東部国境付近の目標を攻撃したため、NATO

加盟国であるノルウェー、スペイン、トルコの航空機も

作戦に参加し、ドイツも支援を提供し、作戦中はラド



ム空港及びルブリン空港が約３時間閉鎖された。 

 

 

【 経済政策 】 

● ポーランド、ウクライナ復興で日本と連携 

１０月２３日、ヤロス開発・副大臣は、ポーランドと

日本は、ウクライナの戦後復興を支援するため協力

し、日本の投資家がポーランドを拠点とする７つの主

要プロジェクトに資金を提供する予定であると発表し

た。同副大臣は、前週閉幕した２０２５年大阪・関西万

博期間中に実施されたポーランドの経済アジェンダ

の概要を説明した。このパートナーシッププログラム

には２６のポーランド企業が参加し、複数の新たな投

資協定が締結された。また同副大臣は「１０月３日、

日本の経済産業省は、ウクライナの復興を支援する

ための７つのプロジェクトがポーランドで実施されると

発表した。」と述べ、「ポーランドでは、クラクフにおけ

る三菱電機の輸送用蓄電システム、サイバーダイン

社の革新的な医療・ロボット技術、大和ハウス工業の

プレハブ住宅、パナソニックのエネルギーソリューショ

ン、そして岩谷産業とフジタによるエネルギーと食料

安全保障に焦点を当てたプロジェクトなどが実現する

だろう。」と付け加えた。同副大臣はまた、トヨタとの

新たな協力事業についても言及した。さらに同関係

者は、５月に大阪で開催されたポーランド・日本貿易

フォーラムにおいて、ポーランドのテクノロジー企業Ａ

ｓｔｏｒと川崎重工の間で覚書が署名されたと発表した。

ポーランド投資・貿易庁（ＰＡＩＨ）によると、大阪・関西

万博のポーランド館には１３１万人の来場者が訪れ、

ポーランドの経済的潜在力に対する国際的な関心の

高さを浮き彫りにした。 

 

● ２０２５年大阪万博におけるポーランド館に対す

る評価 

１０月２４日付けプルス・ビジネス紙によれば、１０

月１３日、６ヶ月間開催された２０２５年大阪万博が閉

幕し、ポーランドの参加を主導したポーランド投資・貿

易庁（ＰＡＩＨ）が、その成果をまとめた。万博全体では

２，９００万人が来場し、ポーランド館には１３０万人以

上が訪れた。これは大きな成功であり、これほど多く

の来場者数は日本との科学、文化、そしてビジネス

関係の発展につながるはずである。貿易フォーラムと

投資フォーラムという２つの主要なビジネスイベントは、

両国関係の深化に貢献した。１０月初旬、経済産業

省は、７つの日本企業がポーランドにおいて、ウクラ

イナの復興を最終目標としたプロジェクトを実施する

と発表した。これらのプロジェクトは主に、新技術やウ

クライナのエネルギーと食料安全保障の確保に関連

するもので、日本はエネルギー貯蔵施設の建設や不

動産の再建を含むプロジェクトを計画しており、医療

技術もその対象となっている。万博期間中には、既に

ポーランドに工場を構えているトヨタとの協議も行わ

れた。トヨタはさらなる投資を検討している。 

 

【 マクロ経済動向・統計 】 

● ユーロスタットによるポーランド財政赤字 

１０月２２日、ユーロスタットは、２０２５年第２四半

期のＥＵ諸国の財政状況をまとめたところ、GDP の８．

５％の赤字を抱えるポーランドがＥＵ諸国内で２位（１

位はルーマニア）の結果となった。エコノミストらは、

現行予算法を改正し、現在２，８９０億ズロチの許容

赤字を増やす可能性について疑問を抱いている一方、

政府は現段階で予算を修正する計画はないと発表し

ている。  

さらに、ユーロスタットによると、ポーランドの公的

債務は６月末時点でＧＤＰの５８．１％に達し、前年比

で６．１％増加した。ユーロスタットの予測によると、

今年末にはポーランドの公的債務はＧＤＰの５９．５％

に達し、赤字はＧＤＰの６．９５％に相当する２，７１０

億ズロチに達する。 

 

【 ポーランド産業動向 】 

● ポーランドにおけるエアバスの主要投資 

１０月６日付けプルス・ビジネス紙によれば、エアバ

スの代表者は、ポーランド航空（ＬＯＴ）とエアバスが６

月に署名した契約は、両社の協力の始まりに過ぎな

いと発表した。ＬＯＴは約９０億米ドルでエアバスから

４０機の航空機を取得し、長期的にはさらに４４機を

追加する可能性がある。最初の航空機は２０２７年上

経 済 



半期にポーランドに到着する予定だ。ＬＯＴは長年、ブ

ラジルのエンブラエルとアメリカのボーイングを使用し

てきたため、これは大きな変化となる。エアバスのポ

ーランド代表であるマガジオ氏は、ポーランドでの直

接雇用を現在の８５０人から１，５００人に増やす計画

があると主張している。エアバスの国際関係担当副

社長、ファン・ヴェルシュ氏も同様の声明を発表し、今

後１５年間で同社がポーランド経済に１７０億米ドル

（昨年のポーランドＧＤＰの約２％に相当）を貢献する

と強調している。 

さらに、エアバスは防衛分野にも注力したいと考え

ている。エアバスはポーランド国防省に対し、ポーラ

ンド産業界がユーロドローン・プログラムに参加する

可能性を示しており、ポーランド兵器グループ傘下の

企業との協力の可能性を見出している。さらに、エア

バスはポーランドにＩＴセンターを設立し、グループ全

体や他の企業顧客にサービスを提供し、特にサイバ

ー攻撃の脅威の高まりに対応するためのセキュリテ

ィを担当する予定だ。加えて、エアバスはポーランド

のエンジニアや中堅技術スタッフの育成も計画してい

る。ワルシャワ工科大学とはすでに協力協定を締結

しており、今年は仏トゥールーズにあるエアバスの施

設への視察も予定されている。 

 

● ポーランドの物流会社、ウクライナへの大規模投

資を計画 

１０月１４日付けプルス・ビジネス紙によれば、ポー

ランドの物流会社Ｌａｕｄｅは、ウクライナに子会社、１，

３００台の貨車、コンテナ船団を保有しており、ウクラ

イナの複合一貫輸送市場の約７０％を占めている。

欧州とウクライナ間の輸送においては、コンテナだけ

でなく、鉄鋼など様々な貨物の輸送・積み替えを手掛

けている。同社のヴィトチャク社長は、現在、黒海にタ

ーミナルを建設する計画を進めていると述べている。

建設費用は６，０００万～１億ユーロと見積もられてい

る。このターミナルは、コンテナと穀物や冶金製品な

どのバルク貨物の積み替えに利用できる。同社は現

在、適切な場所を探しており、同社長は、ポーランド

政策投資銀行（ＢＧＫ）とポーランド輸出信用機関（Ｋ

ＵＫＥ）が、同社の資金調達とプロジェクトの運営を支

援してくれることを期待している。黒海ターミナルは、

同社が事業展開を始めたばかりのトルコとの物流協

力を確実に発展させるための手段となる可能性があ

る。 

 

● ワルシャワ－ウッチ間の高速鉄道建設 

１０月３１日付けガジェタ・ヴィボルチャ紙によれば、

国有会社ＣＰＫはワルシャワ－ウッチ間の高速鉄道

の建設計画、費用予測を発表した。支出の一部はＥ

Ｕによりカバーされる。５０ｍから１５０ｍの異なる幅を

持つ長さ６ｋｍのトンネルがオープンカット法を用いて

バラヌフ空港の下に建設され、トンネルの両方の入

口に６つのトラックが設置される。ワルシャワ－ウッチ

間の１４０ｋｍの高速鉄道の建設準備コーディネータ

ーであるユスティナ・ミコワイチェク氏によれば、ポー

ランドで最長となる（約１０ｋｍ）トンネルの入札も２０２

５年の末までに発表される。 

 

【 エネルギー・環 境 】 

● ポーランド、フランスと２基目の原子力発電所建

設に関する協議を開始 

１０月２３日、エネルギー省は、Ｘで、同国における

２箇所目の原子力発電所建設へのフランスの関与に

ついて正式に交渉を開始したと発表した。エネルギー

省は声明で、ヴロフナ副大臣がパリでフランス政府関

係者と会談し、ポーランドとフランスのエネルギー協

力について協議した。特に、低排出技術による安全

性とエネルギー自立の確保に向けた取り組みに重点

が置かれた。エネルギー省によると、両国は共通の

エネルギー目標の達成を支援するための規制やＥＵ

政策の策定において、二国間協力を確認した。エネ

ルギー省はまた、ポーランドとフランスの間で経験を

共有することの重要性を強調した。これは、ポーラン

ドが規制面と経済面で原子力に関する能力を強化す

る上で重要である。 

１０月２２日、エネルギー省は、省庁代表団の米国

訪問後ワシントンで、２箇所目の原子力発電所のパ

ートナー選定について協議中であると発表した。エネ

ルギー省によると、２箇所目の原子力発電所建設の

戦略的パートナー選定は、２０２６年から２０２７年初

頭にかけて行われる可能性が高いという。２箇所目

の原子力発電所は２０４３年に稼働開始する予定で

ある。ポーランドは、２箇所目の原子力発電所を中央

部のベウハトゥフまたはコニンに建設する計画である。



予備的な候補地としては、ポーランド南東部のポラニ

ェツと中央部のコジェニツェがある。 

 

● ポーランド政策投資銀行によるエネルギー転換

のための国家復興計画資金 

１０月２８日、ポーランド政策投資銀行（ＢＧＫ）は、

エネルギー転換のための国家復興計画（ＫＰＯ）から

付与された９６０億ズロチを超える支援金の使途をま

とめた。これには、送電網の建設と近代化のための

約６１０億ズロチの契約６件が含まれる。都市の包括

的なグリーン変革への投資に関する配分額は１４８

億ズロチで、これまでにＢＧＫは１，０００件を超える契

約を締結しており、その総額は約７８億ズロチに上る。

ＢＧＫは、この制度に基づき既に締結された契約によ

り、年間３５５ＧＷｈの一次エネルギー消費量の削減、

４５０ＭＷの再生可能エネルギー源の導入、そして年

間６０万トンのＣＯ２換算温室効果ガス排出量の削減

が実現すると主張している。また洋上風力発電所の

建設等を支援するため９８億ズロチが割り当てられ、

最新の水素技術、製造、貯蔵、輸送に対する返済不

要の支援に基づく投資を含めた５つの契約の総額は

２１億ズロチに上った。 

 

● 欧州委員会、ＥＵ復興基金からポーランドへの６

２億ユーロの支払いを承認 

１０月２９日付けポーランド国営通信（ＰＡＰ）によれ

ば、欧州委員会は、ポーランドの国家復興計画（ＫＰ

Ｏ）資金の次期分について、パンデミック後の復興資

金として６２億ユーロを支払うというポーランドからの

３回目の支払い要請を承認したと発表した。１０月２９

日、欧州委員会はプレスリリースで、「支払い要請の

評価の結果、委員会はポーランドがＫＰＯの投資部

分に定められた３０のマイルストーンと１４の目標を満

足のいく形で達成したと判断した。」と述べた。欧州委

員会は、この資金は特に「教育、デジタル成長、クリ

ーンエネルギー、交通」に投資されると付け加えた。 

 

● ＰＧＥ ＣＥＯ：石炭火力から原子力発電へ 

１０月３１日付けジェチポスポリタ紙によれば、国営

電力会社ＰＧＥのマジェツＣＥＯは「ベウハトゥフやトゥ

ルフなど、現在石炭火力発電所がある地域では、原

子力技術の利用可能性を模索している。」と述べてい

る。さらに、６月に発表した戦略に基づき、現在石炭

火力発電に重点を置いている地域における次の開発

段階として、原子力技術の利用可能性を評価するた

めの環境調査および立地調査に多額の資金を投入

していると付け加えた。ＰＧＥは、ポーランド政府が２

箇所目の原子力発電所の実施を決定した際に備え

たいと考えている。同ＣＥＯは「我々の目標は、ＰＧＥ

が所有する地域にそのような発電所を建設できること

を示すため、国際的な原子力法の要件に従って調査

を実施し、積極的に行動していることを示すことだ。」

と強調した。 

 

【 科学技術 】 

● 副首相兼デジタル化大臣へのインタビュー 

１０月３０日付けジェニク・ガゼタ・プラヴナ紙によれ

ば、ガフコフスキ副首相兼デジタル化大臣は、デジタ

ルセキュリティは誰もが関心を持つ問題であり、ポー

ランドは現在、サイバーインシデントに関して、ＥＵ諸

国の中で最も多くの攻撃を受けている国と述べた。 

また、同副首相は、ロシアとベラルーシは、ポーランド

に対してハイブリッド戦争を仕掛けており、これはサイ

バーテロであり、ポーランドの電気、ガス、水道を遮

断しようとしている、このような攻撃は毎月平均５万～

６万件発生しており、ポーランド政府は、これまで以

上にサイバーセキュリティに投資し、攻撃の９９％以

上を撃退していると述べた。昨年、ポーランド政府は

米国政府とサイバーセキュリティに関する覚書を締結

した数少ない国の一つとなった。１０月２１日、ポーラ

ンド政府は国家サイバーセキュリティシステム法の改

正法案を採択した。これはＥＵのＮＩＳ２指令を実施す

ることを目的としており、高リスクサプライヤーの検証

などが可能になる。 

ポーランドは、２つの人工知能（ＡＩ）工場を誘致す

るヨーロッパ３カ国のうちの１つであり、これらのシス

テムは洪水予測を可能にし、重要なインフラが変化

する気象状況をリアルタイムで更新可能にする。情

報は、地方自治体に送信される。９月１日から１０月２

日にかけて実施された「サイバーセキュア水道事業」

助成金公募には、８９６件の申請が提出された。この

プロジェクトには３億１，３００万ズロチが割り当てられ、

最大５５２件のプロジェクトが資金を受け取ることがで

きる。 



 

● ポーランド公安庁による妨害工作企図者の逮捕 

１０月２１日、ドブジンスキ首相府大臣（特務機関調

整官）報道官は、ポーランド公安庁とルーマニアの情

報機関との共同捜査により、妨害工作の準備をして

いた疑いのある８人が前週に逮捕されていたことを明

らかにしたほか、過去の数か月間の間に、ポーランド

公安庁がロシア特務機関の指示でポーランドに対す

る有害活動を行っていた５５人を拘束したと強調した。

シェモニャク首相府大臣（特務機関調整官）は、前述

の８人は、昨年欧州において相次いで発生した配送

中の小包の発火・爆発事件を含む異なる３事件に関

与したと明らかにし、このロシア特務機関の典型的な

手口が再度活発化したと述べた。また、同大臣は、こ

のような活動に関与しようとする者について、「ロシア

の駒である。」と指摘し、その活動が数年間の刑務所

生活に値するか考えるよう呼びかけた。 

 

● サンタンデール銀行ＡＴＭからの大規模な不正出

金事件の発生 

１０月２６日以降、国内各地のＡＴＭから多額の現

金が引き出される事件が発生した。サンタンデール

銀行が検察に提出した情報によれば、同行の顧客４

９０名の口座から、合計２２０万ズロチが不正に出金

された。一連の事件は、スキミングにより抜き取られ

た顧客の決済カード情報が不正出金に用いられたと

みられている。 

 

 

● マイナンバーカードの申請について 

○ 国外転出者用マイナンバーカードについては当館で申請・受け取りが可能です（申請から受領まで 2 か月か

ら 3 ヶ月程度）。 

注：下記の要件に合致する方は申請できませんのでご注意ください。 

 【申請できない方】 

・国内に住民票がある（国外転出していない） 

・国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない 

・平成 27（2015）年 10 月 5 日より前に国外転出して、同日以降住民票が作成されたことがない 

・日本国籍を有しない 

  詳細は以下の「マイナンバーカード総合サイト」でご確認ください。 

 https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/ 

 

○ 下記必要書類をご記入の上、申請してください。事前に申請日時をご予約いただけますと幸いです。  

  大使館領事部メールアドレス：cons@wr.mofa.go.jp 

 【必要書類】 

①個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書（当館窓口でもお渡しできます。） 

②個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書（同上） 

③写真１枚（縦 4.5cm、横 3.5cm、6 か月以内に撮影したもの） 

④パスポート等の身分証明書 

＊①②の申請書類はこちらからダウンロードできます。 

  https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/assets/pdf/download/format1+format2.pdf 

 

○ 当館の開館時間につきましては以下のとおりです。 

月曜～金曜日 9:00－12:30 13:30－17:00 

治 安 等 

大 使 館 か ら の お 知 ら せ 



 土日・祝祭日 休館（日本・ポーランド両国の祝祭日を適宜休館日として採用していますのでご確認ください。） 

令和 7 年（2025 年）休館日  https://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/kyukambi2025.pdf 

 

● ２０２５年新旅券のお知らせ 

１ 旅券の仕様変更と申請から交付までの必要日数の増加 

（１） ２０２５年３月２４日から、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた

「２０２５年旅券」の発給が開始されました。当該新旅券は日本国内で作成され、当館まで配送されることとな

るため、受取までに約一ヶ月の日数を要することとなります。 

（２）具体的な交付日については、交付準備が整った段階で再度ご連絡します（窓口での書面申請の場合は電 

話等での連絡、ORR ネットでのオンライン申請の場合は登録されたメールアドレスにメールを送信します。）。 

  

２ 書面申請の場合の遠隔地居住者の即日発給サービスの終了 

（１） これまで、当館から遠方にお住まいで、書面での申請を希望する邦人の方には、申請の同日に旅券を交

付する等のサービスを行ってきました。 

（２） 一方、旅券の集中作成開始に伴い、こうした対応が困難となるため、２０２５年３月２４日以降、旅券の即日

発給のサービスを終了いたしました。 

（３） このため、遠方にお住まいの方におかれては、是非オンライン申請の利用を御検討ください。オンライン申

請をしていただければ、交付の際に一度ご来館いただくのみとなります。オンライン申請は以下のページから

申請いただけます。（在留届をオンラインでしておいていただく必要があります。） 

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

 

● 「在留届」の提出及び「たびレジ」への登録のお願い 

３か月以上海外に滞在する方は在留届の提出を、３か月未満の場合は「たびレジ」への登録を必ず実施してく

ださい。共にオンラインでの提出・登録が可能です。渡航先の最新安全情報や、緊急時の大使館又は総領事館

からの連絡を受け取ることができます。また、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう

にしてください。 

なお、「在留届」をご提出いただいた方におかれましては、ご帰国やお引っ越し、ご提出いただいた記載内容

に変更があった場合には、「変更届」や「帰国・転出届」の提出をお忘れなくお手続き下さい。 

特に日本への本帰国や他国に転勤される場合には、必ず「帰国・転出届」の手続きをお願いいたします。在留

届は複数の地域での登録はできません。 

また、帰国の届出がないままですと、そのままポーランドの在留邦人として記録が残るため、緊急事態発生時

の安否確認や支援活動等の際に支障を生じてしまうことがございます。 

下記リンク先から「在留届」（帰国・転出届等を含む）の提出及び「たびレジ」に登録することができます。 

  （在留届）  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

（たびレジ） https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

本資料は、ポーランドの政治・社会情勢を中心に、各種報道をとりまとめたものです。報道をベースにしておりま

すので、記載事項の信頼性については責任を負いかねます。記載事項は在ポーランド日本国大使館の見解を示

すものではなく、 特定の団体・個人の利益を代表するものではありません。 

 

【お問い合わせ・配信登録】 

月報の配信を希望される方は、月報配信登録・削除申請フォーム（ https://forms.office.com/r/EgyKuNhJWr ）



 

にアクセスし、メールアドレスの削除申請を行ってください。 

登録メールアドレスの変更を希望される場合は、上記フォームで変更前のメールアドレスを削除申請した上で、

変更後のメールアドレスを登録申請してください。 

新たに月報の配信を希望される御友人・知人がおられる場合には、上記フォームのリンクを御案内ください。 


